
被災労働者が労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診した場合の事務の流れ

支払件数（件）

支払金額（千円）

91,738

2,845,464

平成２０年度 平成２１年度

86,611

2,715,357

平成２２年度

88,231

2,692,202

労災診療費（費用請求分）　支払状況

被災労働者 

労災事故 

① 受診 

費用は、全額本人負担 

② 証明依頼 

医療機関は、療養の事実を証明するととも

に、通常のレセプトと同様に「療養の内訳

及び金額」を記載 
 

療養補償給付た

る療養の費用請

求書 

③ 請求 

 

○事実関係に関する調査 

災害発生状況、災害発生原

因等の実地調査、事情聴取

（被災労働者、事業主、同僚

労働者等） 

○医学的事項に関する調査 

主治医に対する意見照会（意

見書）、 カルテ、レントゲン

写真、手術記録等の確認 

 

○診療報酬点数表等に基づく基

本的な審査・点検 

○業務上外認定 

○支払内容の確定 

支払決定 

厚生労働省 

支払 

労働基準監督署 

医療機関 

（労災指定以外） 

業務上外に関する調査 
療養の内訳に関する審査点検 

 

 

○混在する私傷病の除外 

○治ゆ（打ち切り）のチェック 

労災固有部分の審査点検 


